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新gTLD導入に向けて
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何故また「新gTLD」?

• 新gTLD

• レジストラ認定契約の改定

• GNSO reform

– 部会(Consituency)の認定問題
• 例： “Cybersafty constituency”の提案に議論沸騰

• IDN ccTLD Fast Track

新gTLDが最大のトピックだった
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会合運営上の新しい試み

• Joint SO/AC Public meeting（3月2日14:00-17:30）

• 最終日、理事会前のStaff Updates

出典 http://www.flickr.com/photos/icann/collections/
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一歩前進？

• ２月１８日に出たガイドブック案（v2)の次の版はv3と
なる（前回カイロ会合時のアナウンスではv2の次は
最終版となる予定だった）

• 残っている検討課題はまだ多い

– ＩＤＮgTLDの三文字制限

– 申請費用

– Community-basedの異議申し立ての基準

– レジストリ契約の詳細（registry-registrar分離原則の例外）

– 地域名の扱い

– 異型文字の扱い

– IDNccTLD fast track との同期
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商標権保護の観点

• トップレベルの文字列の商標権侵害の問題

• 第二レベルでの商標権保護は、gTLDの数が多くな
ると大変

– 商標権者から各レジストリが料金を取って優先権を登録
する仕組みでは、商標権者の出費が莫大になる

– ICANNに商標権保護データベースを作って、すべての
gTLDがそれを参照するようにすべき

• そのようなデータベースを作る費用は？

– 特定の第二レベル名のドメイン名に特別価格を付けるこ
とは禁止すべき
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既存の権利(Existing Rights)に関する議論

.bank を巡る議論
• 銀行協会など、しかるべき団体に与えられるべき

• 銀行協会で合意形成に時間がかかり、申請が遅くなっ
たら？

• blood bank(血液銀行）、food bank、sperm bank等、
金融機関でなくとも使うので、open TLDとすべきとい
う考え方もある

• 銀行以外の組織がbankを名乗ると罰する法律があ
る国は多い（アメリカ、日本等）

註：　bank は「銀行」の他、地形をあらわす一般名詞
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Single Enterprise/Corporate TLD

(「 Proprietary TLD, Vanity TLD 」と前回ICANN報告会
で説明したもの)

一個人や一企業によるTLDの専有については、コメン
ト期間中にいくつか意見が出た

– 認めるのか認めないのか、ICANNは理由とともに明示す
べき（Microsoft)

– 認めるべき（eBay)

– 認めるべきではない(Werner Staub)

– 申請費用が高いので、認めても心配ない(Harald Tveit 
Alvestrand)

→明示的な決定が必要
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商標保護の「実装勧告チーム」

• 商標権保護に関する懸念を検討するために今回設
置が決まった

• GNSO IP部会に対して、 「実装勧告チーム」の召集
を依頼している

– このような重要な問題をIP部会に主導権を握られて行わ
れることに懸念を示す部会がある

→　GNSOポリシー策定プロセスの実質的破綻に見える
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新gTLD導入スケジュール

ICANN理事会決議

商標保護の方策を提案する「実装勧告チーム」の召集を

　GNSO IP部会に指示。2009年4月24日までに報告書案を

　提出するようチームに指示

国および領土の名称について、保護の範囲を「New gTLD
Applicant Guidebook（以下「ガイドブック」）」にて具体化するよ
う事務局に指示

今後の予定

2009年4月13日：ガイドブックへのコメント募集終了

2009年4月24日まで：実装勧告チーム報告書案提出

2009年5月24日まで：実装勧告チーム最終報告書提出

2009年12月～2010年第1四半期：新gTLDの募集開始



Copyright © 2009 Japan Network Information Center 9

今後の展開

• まだ前途多難

• 多くの検討課題が「実装レベル」というよりは、実質
的なポリシー決定事項を含んでいる

• ３月２日のJoint SO/AC Public meetingで取り上げら
れたテーマが
– Expanding the Name space
– Improving Policy Development

の二つであったことは、ICANNの現在の問題点を良く表し

ているように思う

• 結局多くのポリシー事項を理事会が決めざるを得なくなる
事態が予想される
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